
歳出額 人件費 人件費率 (参考)

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 17年度の人件費率

一人当たり給与費

給料 期末・勤勉手当 Ｂ　計 Ｂ／Ａ

区分 住民基本台帳人口

(平成19年３月３１日現在)

実質収支

18年度
人

７２，２３５
千円

２７，５３３，８５１
千円

５２８，７２３
千円

５，２８３，９８８
％

１９．２
％

１９．０

6,090

(注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

区分
職員数

Ａ

給与費

職員手当

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

　  　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

987,317 3,696,611

(注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　玉名市の給与・定員管理等について

１　総括

　市職員の給与や定員管理等の実態を市民の皆様にご理解いただくため、平成19年４月1日現在の状況を公表します。

　(注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　　２　給与費は当初予算に計上された額である。

19年度 607 2,398,081 311,213
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（５）給与改定の状況

　　①月例給

人事委員会の勧告 （参考）

区分 公務員給与 較差 勧告 給与改定率 国の改定率

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

19年度 円 円 円 ％ ％ ％

― ― ― 0.35 0.35

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額

　　　である。

　　②特別給

人事委員会の勧告 （参考）

区分 公務員の 較差 勧告 年間支給月数 国の年間

割合 Ａ 支給月額　　Ｂ Ａ－Ｂ （改定月数） 支給月数

19年度 月 月 月 月 月 月

― ― ― 4.5 4.5

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当

　　の年間支給月数である。

平均年齢 平均給料月
額

平均給与月
額

平均給与月額
（国ベース）

３９５，５７５円

３５５，２０７円

３８５，５６１円

３８３，５４１円

３７０，４７８円

歳
４２．９

円
３３２，４００

歳
４０．７

歳
４３．３

円
３４０，２２２

円
３２５，７２４

類似団体

玉名市

民間給与

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

区分

―

―

民間の支給

国

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成19年４月１日現在）

　　①一般行政職

熊本県 歳
４３．５

円
３５６，３１５

３７０，０２１円

４１６，７８８円

円



参　　　考

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
（Ａ）

平均給与月額
（国ベース）

対応する民間の
類似職種

平均年齢 平均給与月額
（Ａ） Ａ／Ｂ

４３．８歳
4人 ２９２，９００円 ３２３，９００円 ３２０，０００円 調理士 ４１．５歳 ２５６，８００円 1.26

５１．３歳
25人 ３００，７８０円 ３３１，７８０円 ３２７，８８０円

歳 円

参　　　考

対応する民
間の類似職

平均年齢 平均給与月額
（Ｂ）

Ａ／Ｂ

調理士
４１．５歳 ２５６，８００円 1.26

円

円

円

円

３４７，９７７円

３２０，５１４円

３０７，３７５円

３１１，５００円円

３６４，８３２円

円

３１７，６６２円

うちその他の
技能労務職

類似団体 ４７．８歳 ２９３，６３７円

区分

公務員 民　　　間

５０．８歳 ２９９，７００円

歳

歳

うち学校給食員

　②技能労務職

国 ４８．８歳 ２８７，０９４円

玉名市

熊本県 ４５．５歳 ３２８，６７２円

２９人

４７４人

　　　　　公務員と同じベースで再計算したものである。

　　　　　地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、下段は国家公務員の平均

人

人

　　　　　給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家

歳

歳

区分

　　　　　などの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当見込みのものであり、

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

(注）１　「平均給料月額」とは、平成19年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

民　　　間

うち学校給食員

うちその他の
技能労務職 ― ― ― ―



初任給 初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料

１７０，２００円 １７０，２００円 １８３，８００円 １７０，２００円 １８３，８００円

１３８，４００円 １３８，４００円 １４８，０００円 １３８，４００円 １４８，０００円

１３５，６００円 １４５，１００円 １５７，０００円 ― ―

経験年数10年 経験年数20年

２７６，０００円 ３８２，６００円

２３７，６００円 ３２２，２００円

２２４，２００円 ２７８，７００円

円 ２８６，６００円

職員数

（注）１　　玉名市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

玉名市

大学卒 １８３，８００円

区分 経験年数15年

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１９年４月１日現在）

国

一般行政職 大学卒 ３４７，８００円

高校卒 ２７７，６００円

技能労務職 高校卒 円

中学卒 円

(2) 職員の初任給の状況（平成１９年４月１日現在）

技能労務職 高校卒 １４５，１００円

熊本県

２年後の給料

一般行政職

高校卒 １４８，０００円

区分

３　一般行政職の級別職員数等の状況
(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成１９年４月１日現在）

７　級
高度な知識経験の部長、総室長、総合支所長、
首席審議員

人
２１

％ 
３．６

６　級
部長、総室長、、総合支所長、首席審議員、
高度な知識経験の課長、審議員

人
７１

％ 
１２．２

５　級
課長、審議員、高度な知識経験の課長補佐、
主幹

人
８５

％ 
１４．７

４　級
課長補佐、主幹、特に高度な知識経験の係長、
参事、主任、技術主任

人
１５７

％ 
２７．１

人
４７

％ 
８．１

３　級
係長、参事、主任、技術主任 人

１６１
％ 

２７．７

標準的な職務内容

　　　２　　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

区分 構成比

１　級
主事、技師 人

３８
％ 

６．６

２　級
主事、技師



 　評価制度が未整備であることを踏まえ、Ａ～Ｅまでの５段階区分のうち、標準未満となるＤ又はＥの昇給区分のみの絶対基準

として、人事院で定めてある判断基準を参考に、次のとおり運用を図っている。

　①　懲戒処分を受けた場合

Ｄ（２号昇給）　　～　　Ｅ（昇給なし）

　②　要勤務日数のうち一定割合を勤務していない場合

Ｄ（２号昇給）　　～　　Ｅ（昇給なし）

　③　無断欠勤がある場合

Ｅ（昇給なし）

（２）昇給への勤務成績の反映状況

(注）平成18年に９級制から7級制に変更している。（旧給料表の１級及び2級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

6.60% 8.40%
0.90%

8.10% 8.60%

6.40%

27.70%
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10.40%

27.10%
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14.70% 11.10%
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勤勉手当     勤勉手当     勤勉手当    

０．７２５月分 ０．７２５月分 ０．７２５月分

０．７２５月分 ０．７２５月分 ０．７２５月分

１．４５月分 １．４５月分 １．４５月分

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　評価制度が未整備であることを踏まえ、標準未満となる懲戒処分等を受けた職員についてのみ、人事院で定めてある判断基準を参考に、

支給率に反映させている。

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50月分 30.55月分 勤続20年 23.50月分 30.55月分

勤続25年 33.50月分 41.34月分 勤続25年 33.50月分 41.34月分

勤続35年 47.50月分 59.28月分 勤続35年 47.50月分 59.28月分

最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措
置

定年前早期退職特例
措置

（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

1人当たり平均支給額 １５，６９８千円 千円

（３）地域手当（平成19年４月1日現在）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

東京都 13% １人 13%

福岡市 8% １人 8%

４　職員の手当の状況

熊本県

１人当たり平均支給額（１９年度）

１，８１９千円１，６５６千円

(1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（１９年度）

玉名市

１人当たり平均支給額（１９年度）

千円

国

（１８年度支給割合）

　　　　６月期　　　　  　　　１．４０月分

期末手当    

　　　　６月期　　　　  　　　１．４０月分　　　　６月期　　　　  　　　１．４０月分

期末手当    

（１８年度支給割合）

　　　　　　　　　　　計　  　　　　　  　３．００月分

（加算措置の状況）

　　　　　１２月期 　　　　  　　１．６０月
分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　　　　　　　１２月期　　　　　  　　１．６０月分

国

（１８年度支給割合）

期末手当    

役職加算　　　　　５％～１５％

管理職加算　　　１０％～１５％

　　　　　　　　１２月期 　　　　  　　１．６０月
分

　　　　　　　　計   　　　　　  　３．００月
分

　　　　　　　　　　　計   　　　　　  　３．００月
分

（加算措置の状況）

支給職員1人当たり平均支給年額（18年度） ４９５，０２７円

役職加算　　　　　５％～１５％

管理職加算　　　１０％～１５％

役職加算　　　　　５％～２０％

管理職加算　　　１５％～２５％

玉名市

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、18年度に退職した職員に支給された平均額である。

支給実績（１８年度） ４９５千円

(2) 退職手当（平成１９年４月１日現在）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置



（22年度の制度完成時）

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。

同

異

同

(6) その他の手当（平成1９年４月１日現在）

通勤手当 なし

扶養手当 ①配偶者　　１３，０００円
②配偶者以外
　　（ア）２人まで　それぞれ　　　　６，０００円
　　　　（ⅰ）職員に扶養親族でない配偶者がある場合は、そのうち１人について６，５００円
　　　　（ⅱ）職員に配偶者がない場合は、そのうち１人について１１，０００円
　　（イ）　　（ア）以外　１人につき　　５，０００円
　　（ウ）満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの間にある子１人につき、５，０００円
　　　　　を加算

なし

住居手当 借家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅
①家賃額　　月額２３，０００円以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　①新築又は購入後５年間
　家賃額ー１２，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５００円
②家賃額　　月額２３，０００円を超え５５，０００円未満　　　  　　②その他
　（家賃額ー２３，０００円）×１／２＋１１，０００円　　　　　　　　　　１，０００円
③家賃額　５５，０００円以上　　２７，０００円

持家の支給額が
一部異なる

手当の種類（手当数）

支給実績（18年度決算） ２，４０６千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度） 8.82%

左記職員に対する支給単価

日額　　　　２２０円

日額　　　　２００円

日額　　　　５００円

(4) 特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在）

主な支給対象職員

税務担当職員

生活保護担当職員

用地交渉担当職員

主な支給対象業務

税賦課徴収業務

生活保護業務

用地交渉業務

市税事務手当

生活保護手当

用地交渉手当

支給実績（18年度決算） ５６，８２３千円

職員１人当たり支給年額（18年度決算） １１０千円

職員１人当たり支給年額（17年度決算） １７２千円

福岡市 10% 10%

支給実績（17年度決算） １０７，９３２千円

(5) 時間外勤務手当

支給職員1人当たり平均支給年額（18年度決算） ２２，６９８円

手当の名称

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率）

東京都 18% 18%

手当名 内容及び支給単価

国の制度と

異なる内容

国の制
度

との異同

交通機関等の利用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　 　⑤片道　　２０Kｍ以上　　２５ｋｍ未満　　１１，３００円
①定期券又は回数券等による運賃等相当額　　　    　        ⑥片道　　２５Kｍ以上　　３０ｋｍ未満　　１３，７００円
　支給限度額：１箇月当たり５５，０００円　　　　　　   　  　 　 ⑦片道　　３０Kｍ以上　　３５ｋｍ未満　　１６，１００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ⑧片道　　３５Kｍ以上　　４０ｋｍ未満　　１８，５００円
自動車等の使用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 ⑨片道　　４０Kｍ以上　　４５ｋｍ未満　　２０，９００円
①片道　　２Kｍ以上　　５ｋｍ未満　　　２，０００円　            ⑩片道　　４５Kｍ以上　　５０ｋｍ未満　　２１，８００円
②片道　　５Kｍ以上　　１０ｋｍ未満　　４，１００円　            ⑪片道　　５０Kｍ以上　　５５ｋｍ未満　　２２，７００円
③片道　　10Kｍ以上　　15ｋｍ未満　　６，５００円　             ⑫片道　　５５Kｍ以上　　６０ｋｍ未満　　２３，６００円
④片道　　１５Kｍ以上　　２０ｋｍ未満　８，９００円　　          ⑬片道　　６０Kｍ以上　　　　　　　　　　　　２４，５００円



給料

８８０，０００円 １，０８９，０００円／ ６３６，３００円

６７７，０００円 ８９５，０００円／ ５４２，０００円

報酬 ４１９，０００円 ５５１，０００円／ ２６９，０００円

３８３，０００円 ５０７，０００円／ ２２８，０００円

３５９，０００円 ４７５，０００円／ ２１３，１００円

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

市長 給料月額×５００／１００×在職年数 １７，６００，０００円 任期毎

退職手当 副市長 給料月額×２９０／１００×在職年数 ７，８５３，２００円 任期毎

備考

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）の勤めた場合における退職手当

　　　　の見込額である。

（各年４月１日現在）

対前年 主な増減理由

平成１８年 平成１９年 増減数

普 議会 7 7 0

通 総務 223 157 △66 事務の統廃合縮小、調整

会 税務 36 32 △4 事務の統廃合縮小

計 労働 1 1 0

部 一般行政部門 農水 37 55 18 調整

門 商工 12 18 6 業務増（商工観光等）

土木 49 67 18 業務増（バイパス推進等）

民生 136 147 11 調整

衛生 24 33 9 業務増（保健センター等）

小計 525 517 △8

公 教育部門 教育 91 86 △5 事務の統廃合縮小

営

企　　会

業　　計 小計 91 86 △5

等　　部

　　　 門 水道 17 17 0

下水道 20 21 1 機構改革に伴うスタッフ増
（地域下水等）

その他 29 23 △6 事務の統廃合縮小

小計 66 61 △5

合　　　　計 682 664 △18

５　特別職の報酬等の状況（平成１９年４月１日現在）

（注）１　給料及び報酬の（　　）内は、減額措置を行う前の金額である。

６　職員数の状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

区分

（参考）類似団体における最高／最低額

給料月額等

市長

副市長

　（１９年度支給割合）

６月期　　１．６０月分

１２月期　　１．７５月分

議長

副議長

議員

市長

期末手当
議長

副議長

副市長

計　　　　　　３．３５月分　　　　　　加算措置　　有

計　　　　　　３．３５月分　　　　　　加算措置　　有

議員

　（１９年度支給割合）

６月期　　１．６０月分

１２月期　　１．７５月分

　　職員数

部門

区分

(注）１　　職員数は一般職に属する職員数である。



２０歳 ２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳

区分 計

未満 ２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳 ５９歳 以上

職員数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

2 19 57 65 79 78 42 51 76 84 111 0 664

（３）定員管理の数値目標及び進捗状況

　　①平成18年4月1日～平成22年４月1日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

599人　　　約-12.2％

計画期間

始期 終期

平成18年4月1日 平成22年3月31日

数値目標

職員数

(2) 年齢別職員構成の状況（平成１９年４月１日現在）

職員数

純減数 純減率平成18年4月1日 平成22年4月1日

2)　平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

682 599 -83 -12.2%
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歳
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＜年次別目標＞

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

当該年度４月1日現在の職員数（人） 682 664 633 624 599

当該年度３月31日現在の退職者数（人） 26 43 15 38 20

当該年度の新規採用予定者数（人） 8 8 12 6 13

対前年削減数（人） -15 -18 -31 -9 -25

削減率（％） -2.2 -2.6% -4.7% -1.4% -4.0%

累計の削減者数（人） -15 -33 -64 -73 -98

累計の削減率（％） -2.2% -4.8% -9.5% -10.9% -14.9%

(注）　１　計画期間は、18年～22年の５年間である。

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要



７　公営企業職員の状況

区分 総費用

　　　　A

総費用に占める職員
給与費比率

　　　　　　　　B/A

(参考)
17年度の総費用に

占める職員給与費比率

区分 職員数 一人当たり給与費

A 給料 職員手当 計B B/A

人 千円 千円 千円 千円

15 62,053 8,334 96,154 6,410

(1)　水道事業

25,767

千円
670,765

（注）　１　職員手当には退職給与金を含まない。

期末・勤勉手当

給　　　　与　　　　費

　 ％
１３．９

千円
９３，４０６

千円
５７，３３５

純損益又は実質収支

　①　職員給与費の状況

職員給与費

　　　　　　　　　　　　　　　　　B

18年度

千円

　ア　決算

１９年度

％
１５．０

イ　予算

　　　　２　職員数は、平成１９年３月３１日現在の人数である。

ウ　 特記事項



基本給 平均月収額

３４４，３６７円 ３７９，９７５円

円 　円

　円

期末手当     勤勉手当     期末手当     勤勉手当    

６月期 １．４０月分 ０．７２５月分 ６月期 １．４０月分 ０．７２５月分

１２月期 １．６０月分 ０．７２５月分 １２月期 １．６０月分 ０．７２５月分

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 ２３．５０月分 ３０．５５月分 勤続20年 ２３．５０月分 ３０．５５月分

勤続25年 ３３．５０月分 ４１．３４月分 勤続25年 ３３．５０月分 ４１．３４月分

勤続35年 ４７．５０月分 ５９．２８月分 勤続35年 ４７．５０月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

千円 千円 千円 千円

０千円

０円

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

東京都
１３％ １３％

福岡市
８％ ８％

（加算措置の状況）

管理職加算　１０％～１５％

（加算措置の状況）

管理職加算　１０％～１５％

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　　　５％～１５％

１人当たり平均支給額（１８年度）

千円

（１８年度支給割合）

（一般行政職・団体平均等）

　②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１９年４月１日現在）

事　　業　　者 歳

　(注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

玉　　　名　　　市

区分

団　体　平　均 歳

平均年齢

４５．７歳

１人当たり平均支給額（１８年度）

玉　　名　　市

　③　職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

（１８年度支給割合）

１，６６６千円

支給実績（１８年度決算）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　　　５％～１５％

定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算）

1人当たり平均支給額

（一般行政職・団体平均等）

イ　退職手当（平成１９年４月１日現在）

その他の加算措置

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（平成１９年４月１日現在）

その他の加算措置

玉　　名　　市

定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算）

1人当たり平均支給額

人

支給対象職員数

人

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）



支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

東京都 18% 18%

福岡市 10% 10%

手当の名称 主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価

点検手当 水道課職員 １０件につき１２円以内

停水手当 水道課職員 １件につき２５０円以内

発見手当 水道課職員 １件につき１２０円以内

施設勤務手当 水道課職員 日額１２０円

徴収手当 水道課職員 日額１５０円

現場作業手当 水道課職員 日額１５０円

支給実績（１７年度決算） ３，０４１千円

職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算） ２０３千円

支給実績（１８年度決算） ２，５５５千円

職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） １７０千円

同

同

同

ウ　（２２年度の制度完成時）

６５９千円

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 　４３，９３３円

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に

　　引き上げることとしている。

エ　特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在）

支給実績（１８年度決算）

専ら外務又は現場業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度） 93.3%

手当の種類（手当数）

施設に勤務する業務

徴収業務

停水業務

無届工事不正使用者を発見する業務

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

(6) その他の手当（平成1９年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価

一般行政職との制度との異同 支給実績
（18年度）

オ　時間外勤務手当

主な支給対象業務

量水器指針の点検業務

通勤手当

なし

一般行政職の制
度と異なる内容

扶養手当

①配偶者　　１３，０００円
②配偶者以外
　　（ア）２人まで　それぞれ　　　　６，０００円
　　　　（ⅰ）職員に扶養親族でない配偶者がある場合は、そのうち１人について６，５００円
　　　　（ⅱ）職員に配偶者がない場合は、そのうち１人について１１，０００円
　　（イ）　　（ア）以外　１人につき　　５，０００円
　　（ウ）満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの間にある子１人につき、５，０００円
　　　　　を加算

なし

住居手当

借家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅
①家賃額　　月額２３，０００円以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　①新築又は購入後５年間
　家賃額ー１２，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５００円
②家賃額　　月額２３，０００円を超え５５，０００円未満　　　  　　②その他
　（家賃額ー２３，０００円）×１／２＋１１，０００円　　　　　　　　　　１，０００円
③家賃額　５５，０００円以上　　２７，０００円

なし

千円

千円

千円

支給職員1人当た
り平均支給年額

（18年度）

円

円

円交通機関等の利用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　 　⑤片道　　２０Kｍ以上　　２５ｋｍ未満　　１１，３００円
①定期券又は回数券等による運賃等相当額　　　    　        ⑥片道　　２５Kｍ以上　　３０ｋｍ未満　　１３，７００円
　支給限度額：１箇月当たり５５，０００円　　　　　　   　  　 　 ⑦片道　　３０Kｍ以上　　３５ｋｍ未満　　１６，１００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ⑧片道　　３５Kｍ以上　　４０ｋｍ未満　　１８，５００円
自動車等の使用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 ⑨片道　　４０Kｍ以上　　４５ｋｍ未満　　２０，９００円
①片道　　２Kｍ以上　　５ｋｍ未満　　　２，０００円　            ⑩片道　　４５Kｍ以上　　５０ｋｍ未満　　２１，８００円
②片道　　５Kｍ以上　　１０ｋｍ未満　　４，１００円　            ⑪片道　　５０Kｍ以上　　５５ｋｍ未満　　２２，７００円
③片道　　10Kｍ以上　　15ｋｍ未満　　６，５００円　             ⑫片道　　５５Kｍ以上　　６０ｋｍ未満　　２３，６００円
④片道　　１５Kｍ以上　　２０ｋｍ未満　８，９００円　　          ⑬片道　　６０Kｍ以上　　　　　　　　　　　２４，５００円



（３）定員管理の数値目標及び進捗状況

　　①平成18年4月1日～平成22年４月1日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

＜年次別目標＞

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

当該年度４月1日現在の職員数（人） 682 664 633 624 599

当該年度３月31日現在の退職者数（人） 26 43 15 38 20

当該年度の新規採用予定者数（人） 8 8 12 6 13

対前年削減数（人） -15 -18 -31 -9 -25

削減率（％） -2.2 -2.6% -4.7% -1.4% -4.0%

累計の削減者数（人） -15 -33 -64 -73 -98

累計の削減率（％） -2.2% -4.8% -9.5% -10.9% -14.9%

(注）　１　計画期間は、18年～22年の５年間である。

-83 -12.2%

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

職員数 職員数

682 599

2)　平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

計画期間 数値目標

平成18年4月1日 平成22年4月1日 純減数 純減率

（注）　１　数値は公営企業職員のみではなく、公営企業職員以外の職員を含めた全体の数値である。

（注）　１　数値は公営企業職員のみではなく、公営企業職員以外の職員を含めた全体の数値である。

　　　　２　数値は公営企業職員のみではなく、公営企業職員以外の職員を含めた全体の数値である。

始期 終期
599人　　　約-12.2％

平成18年4月1日 平成22年3月31日


